
雇用調整助成金（厚生労働省） 

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 

関連ＵＲＬ(2020.06.12) 
 

・雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pag

eL07.html 

 

・「雇用調整助成金等オンライン受付システム」を停止しております。（令和２年 6 月 9 日時点） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11759.html 

 

・はじめての雇用調整助成金 

次ページ以降に表示 

https://www.mhlw.go.jp/content/000633288.pdf 

 

・「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」 

R2.4.10掲載 

次ページ以降に表示 

https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf 

 

・雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）（5月 22日現在版） 

次ページ以降に表示 

https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf 

 

・雇用調整助成金の様式ダウンロード 

（新型コロナウィルス感染症対策特例措置用、小規模事業主用含む） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_f

orms.html 

 

・各支援事業のデータは、直鞍産業振興センターとして必要と思われる部分を抜粋して 

 記載しています。 

・各社、個人においては、不足のデータがあると思いますが、その場合には一番最初の 

 URLに入って頂き検索をお願いします。 

・また各データは日々更新があっています。出来るだけ最新を検索していますが、間に 

合っていない場合は御容赦ください。 

直鞍産業振興センター ＡＤＯＸ福岡 
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はじめての雇用調整助成金

① 売上げが下がり､従業員を休業させる必要があった
② 従業員を計画的に休業させた
③ 休業させた従業員に休業手当を支払った

どうしたらもらえるの？

※ 他にも支給要件があります

休業はいつからいつまで？何日間？
休業時間は１日中？一部の時間帯？
休業させる従業員は何人？全員？
休業手当の額は平均賃金の何%？

※労働基準法で60％以上と決められています

Step１：休業の計画を立てましょう

働く意思と能力があるのに、働くことが
できない状態
※ 休暇や休日は対象になりません。

休業とは・・・

Step２：休業協定書にまとめ、従業員の代表と
合意しましょう

Step１で立てた計画を書面（様式は任意）にまとめます
※ガイドブック（簡易版）に記載例があります

労働組合または労働者の代表と合意します
裏面へ ※ 特例期間中は計画届の提出は不要です PL020522企02



指定した口座に、助成金が振り込まれます

Step３：計画どおりに休業させ、休業手当を支払います

Step１で立てた計画に沿って休業します

休業日数や時間を従業員ごとにタイムカードや出勤簿に記載します

休業手当の額を従業員ごとに給与明細や賃金台帳に記載します
※支給申請時に提出しますので忘れずに記載しましょう

Step５：労働局・ハローワークに申請します

窓口・郵送のいずれかを選べます

労働局・ハローワークの審査があります

Step４：助成金の支給申請書を作成します

申請様式と作成マニュアルを準備
従業員ごとに休業日数、休業手当額等を記入します

休業手当総額×助成率で助成額を計算します

事業所名、口座番号などを記入します

添付資料を準備します

詳しくはガイドブック（簡易版）をご覧ください。
申請様式や作成マニュアルもここからダウンロードできます。

厚生労働省 雇用調整助成金 検索



（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例を拡充します

LL020410企01

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者

に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業

手当、賃金等の一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

【特例の対象となる事業主】

厚生労働省HP
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令和２年４月１日から令和２年６月30日まで（緊急対応期間）の休業等に適用されます。

助成内容のポイント 中小企業 大企業

①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の
賃金相当額の助成（※１，２）

助成率

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ４／５ ２／３

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、
解雇等をしていないなど上乗せの要件（※３、４）を満たす事業主

９／１０ ３／４

②教育訓練を実施したときの加算 加算額

教育訓練が必要な被保険者の方に、
教育訓練（自宅でインターネット等を用いた教育訓練含む）を実施※５

２，４００円 １，８００円

③支給限度日数 限度日数

通常時 １年間で１００日

緊急対応期間 上記限度日数とは別枠で利用可能

④雇用保険被保険者でない方 助成率

雇用保険被保険者でない方を休業させる場合 上記①の助成率と同じ

※１ 対象労働者１人１日当たり ８，３３０円が上限です。（令和２年３月１日現在）

※２ 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に
休業手当支払率（休業の場合は60％以上、教育訓練の場合は100％）を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

※３ P２の【助成内容と対象の拡充をします】の②を参照ください。

※４ 出向は当該助成率は適用されません。

※５ 雇用保険被保険者のみが対象となります。
※ 風俗営業等関係事業主への支給も可能とします。

～雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。～



（事業主の方へ）

【助成内容や対象を大幅に拡充します】

① 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げます

【中小企業：２/３から４/５へ】【大企業：１/２から２/３へ】

② 以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せをします

【中小企業：４/５から９/10へ】【大企業：２/３から３/４へ】

ア １月24日から賃金締切期間（判定基礎期間）の末日までの間に事業所労働者の解雇等

（解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契

約解除等を含む。）をしていないこと

イ 賃金締切期間（判定基礎期間）の末日における事業所労働者数が、比較期間（１月24日

から判定基礎期間の末日まで）の月平均事業所労働者数と比して４／５以上であること

③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げをします

教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練も

できるようになり、加算額の引き上げを行います。【中小企業：2,400円】【大企業：1,800円】

※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等に

お問い合わせください。

④ 新規学卒採用者等も対象としています
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が６か月未満の
労働者についても助成対象としています。
（※本特例は、休業等の初日が令和２年１月24日以降の休業等に適用されています。）

⑤ 支給限度日数に関わらず活用できます
「緊急対応期間」に実施した休業は、１年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用
できます。

⑥ 雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とします

事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者（パート、アルバイト（学生も含む）等）など

が対象となります。

令和２年４月１日から令和２年６月30日まで（緊急対応期間）の休業等に適用
されます。
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【受給のための要件の更なる緩和をします】

① 生産指標の要件を緩和します
ア 生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10％の減少が必要でした
が、対象期間の初日が緊急対応期間である令和２年４月１日から令和２年６月30日まで
の間は、これを５％減少とします。
イ 生産指標の確認期間を３か月から１か月に短縮しています。
（※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。）

② 最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています

③ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件（クーリング期間）を撤廃しています
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 前回の支給対象期間の
満了日から１年を経過していなくても助成対象としています。

④ 事業所設置後１年以上を必要とする要件を緩和しています
（※この場合の、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます。）

⑤ 休業規模の要件を緩和します
休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の１/20（中小企業）、１/15（大企
業）以上となるものであることとしていましたが、これを１/40（中小企業）、１/30（大企業）
以上に緩和します。

休業等の初日が令和２年１月24日以降のものに遡って適用されます。
ただし、① 生産指標の要件緩和については、
緊急対応期間である令和２年４月１日から令和２年６月30日までの休業等に適用されます。
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① 事後提出を可能とし提出期間を延長します

すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和２年６月30日までは、事後に

提出することが可能です。
（※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。）

② 短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします
短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、
事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくします。

③ 残業相殺制度を当面停止します
支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること（残業相殺）を
当面停止します。

【雇用調整助成金が活用しやすくなります】
休業等の初日が令和２年１月24日以降のものに遡って適用されます。



◆支給までの流れ

【通常時】

【計画届

事後提出時】

支
給
・
不
支
給

事
業
の
縮
小

休労
業使
の間
計協
画定

計
画
届

休業等
実施

休業等
実施

計
画
届

支
給
申
請

判定基礎期間
終了後２か月以内

に申請

１～３判定基礎期間
（１か月単位で１～３か月）
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・従前は訓練日に就労することができませんでしたが、半日訓練後、半日就労すること
を可能とします。
（※半日訓練の場合は、加算額が半額になります。）

・感染防止拡大の観点から、自宅等で行う訓練も助成対象となる訓練とします。
※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等に
お問い合わせください。

【教育訓練の拡充の活用例】

① 立地が独立した部門ごとの短時間一斉休業を可能とします。
(例：客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
② 常時配置が必要な者を除いて短時間休業を可能とします。
(例：ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とします。
(例：８時間３交代制を６時間４交代制にして２時間分を短時間休業と扱う)

【短時間休業の要件緩和の活用例】

緊急対応期間

緊急対応期間中の休業は

・助成率UP+上乗せ助成

・教育訓練加算額UP

・対象労働者の拡大

・支給限度日数は別カウント令和2年4月1日 令和2年6月30日



  

      

雇用調整助成金  

ガイドブック（簡易版） 

～雇用維持に努力される事業主の方々へ～ 

 

 

 

 

緊急対応期間 

（４月１日～６月 30 日） 
 

 

このガイドブックは、緊急対応期間（令和２年４月１日～６月 30 日）に

休業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等をわかりやす

く記載した簡易版です。 

その他の期間に休業を実施した場合は、要件や助成額等が異なります。 

このほか、教育訓練を実施した場合等、出向者を休業させた場合等につい

ては、通常版のガイドブックを参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 生 労 働 省 

都 道 府 県 労 働 局 

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ２ 日 現 在 
 

PL020522 企 01     

 

（事業主の方へ） 
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＜このガイドブックの利用に当たって＞ 

○ このガイドブックは、雇用保険法に基づく雇用調整助成金の支給について主な

内容を取りまとめたものです。 

○ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受け、または受けようとした事業

主、申請期限経過後に申請を行った事業主、支給要件に該当しない事業主の方々

に対しては、支給されません。 

○ このガイドブックの記載内容は令和２年５月２２日現在のもので、今後も制度

内容の変更や見直しを行う場合があります。その際は、厚生労働省ホームページ

でお知らせします。 

  また、記載内容の詳細については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局

またはハローワーク（公共職業安定所）にお問い合わせください。 
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● 
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の 
特例措置の拡大について 

 

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、４月１日から６月30日までを 

緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、この期間中は全国において次のとお

り、さらなる特例措置を実施いたします。 

 

特例以外の場合の 

雇用調整助成金 

緊急対応期間 

（４月１日から６月30日まで） 

感染拡大防止のため、この期間中は 

全国で以下の特例措置を実施 

経済上の理由により、 

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 

新型コロナウイルス感染症の影響 

を受ける事業主（全業種） 

生産指標要件 

（3か月10％以上減少） 

生産指標要件を緩和 

（1か月５％以上減少） 

被保険者が対象 
雇用保険被保険者でない労働者の休業も 

助成金の対象に含める（緊急雇用安定助成金） 

助成率 2/3（中小）1/2（大企業） 

助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) 

※解雇等を行わない場合、 

9/10又は10/10（中小）、3/4（大企業） 

計画届は事前提出 
計画届の事後提出を認める（1月24日～6月30日） 

5月19日～は提出不要 

1年のクーリング期間が必要 クーリング期間を撤廃 

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件を撤廃 

支給限度日数 

１年100日、３年150日 
同左＋上記対象期間 

短時間一斉休業のみ 短時間休業の要件を緩和

休業規模要件 1/20（中小）、1/15（大企業） 
併せて、休業規模要件を緩和 

1/40（中小）、1/30（大企業） 

残業相殺 残業相殺を停止 

教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 

助成率 2/3（中小）1/2（大企業） 

加算額 1,200円 

助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) 

※解雇等を行わない場合、 

9/10又は10/10（中小）、3/4（大企業） 

加算額 2,400円（中小）、1,800円（大企業） 

※赤字は緊急対応期間における拡大措置  
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支給申請に必要な書類（休業） 

 書類名 備考 

① 

様式特第４号 

雇用調整事業所の事業活動の 

状況に関する申出書 

【添付書類】 

月ごとの売上などがわかる書類 

※ 売上簿や収入簿、レジの月次集計など 

（既存書類の写しで可） 

② 
様式特第６号 

支給要件確認申立書・役員等一覧 
役員名簿を添付した場合は役員等一覧の記入は不要 

③ 
様式特第９号または12号 

休業・教育訓練実績一覧表 
自動計算機能付き様式 

④ 
様式特第８号または11号 

助成額算定書 

自動計算機能付き様式 

※ 所得税徴収高計算書を用いる場合は、当該計算書を添付 

⑤ 
様式特第７号または10号 

（休業等）支給申請書 
自動計算機能付き様式 

⑥ 休業協定書 

【添付書類】 

（労働組合がある場合）組合員名簿 

（労働組合がない場合）労働者代表選任書（※） 

※ 実績一覧表に署名または記名・押印があれば省略可 

⑦ 事業所の規模を確認する書類 

事業所の従業員数や資本額がわかる書類 

※ 既存の労働者名簿及び役員名簿で可 

※ 中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要 

⑧ 労働・休日の実績に関する書類 

休業させた日や時間がわかる書類 

※ 出勤簿、タイムカード、の写しなど 

（手書きのシフト表などでも可） 

⑨ 休業手当・賃金の実績に関する書類 
休業手当や賃金の額がわかる書類 

※ 賃金台帳や給与明細の写しなど 

※ ①、⑥、⑦は２回目以降の提出は不要（ただし、⑥は失効した場合、改めて提出が必要） 

※ 小規模事業主（従業員がおおむね20人以下）の方は、「小規模事業主向け 雇用調整助成
金支給申請マニュアル」で申請に必要な書類をご確認ください。 

このほか、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。 

5/19から、計画届は 

提出不要となりました 
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第Ｉ部 受給の手続き 

休 業 と は 

休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、  

労働することができない状態をいいます。このため、次のような場合は、本助成金の支給対象と   

なりません。 

（支給対象とならない例） 

・労働の意思そのものがない場合（ストライキや有給休暇など） 

・労働能力を喪失している場合（新型コロナウイルスに感染した場合等による休職・休暇など） 

 

 

１ 支給対象となる事業主 
 

支給対象となる事業主は、次の（１）から（３）の要件をすべて満たしている必要があります。 

 

(１) 雇用調整の実施 

本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なく

された場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」

を実施する事業主が支給対象となります。具体的には、上記の下線部についてそれぞれ次のア～ウを

満たしていることが必要です。 

 

ア 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは 

「新型コロナウイルス感染症の影響」とは次のような理由で経営環境が悪化していることをいいます。 

【理由の一例】 

① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。 

② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。 

③ 行政からの営業自粛要請を受け休業したことにより、客数が減り売上が減少した。 など 

 

イ 「事業活動の縮小」とは 

売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近１か月間（休業した月（その前月または

前々月でも可））の値が１年前の同じ月に比べ(※１)(※２)５％（※３）以上減少していることです。 

※１ １年前の同じ月を比較対象とすることが適当でない場合は、２年前の同じ月との比較が可能

です。 

※２ 事業を開始して１年未満など、１年前や２年前の同じ月と比較しても要件を満たさない場

合、休業した月の１年前の同じ月から休業した月の前月までの間の適当な１か月との比較が可

能です。 

※３ 休業期間の初日が令和２年４月１日より前の場合は、10％以上減少していることが要件とな

ります。 

 

★ いずれの場合も、比較する月は１か月間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ、１か月を

通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。 
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ウ 「労使間の協定」とは 

本助成金は、休業の実施時期や日数、対象者、休業手当の支払い率などについて、事前に労使と

の間で書面による協定がなされ、その決定に沿って実施することを支給要件としています。 

労使とは、事業主と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合

がない場合には労働者の過半数を代表する者のことです。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に書面による協定を結ぶことが難しい場合

は、労働組合等との確約書等による代替が可能です。 

 

 (２) その他の要件 

 本助成金を受給する事業主は、（１）の他にも次の要件を満たしていることが必要です。 

① 雇用保険適用事業主であること。 

② 「受給に必要な書類」について、 

a 整備し、 

b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、 

c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。 

③ 労働局等の実地調査を受け入れること 

 

(３) 不支給要件 

本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。 

① 平成31年３月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給

決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から３年を経過してい

ない。 

② 平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給

決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から５年を経過してい

ない。  

③ 平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる。 

④ 暴力団又は暴力団員又はその関係者である。 

⑤ 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活動を行

った又は行う恐れがある団体等に属している。 

⑥ 倒産している。 

⑦ 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等

を公表することに承諾していない。 
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２ 支給の対象となる期間と日数 
 

 支給対象となる期間と日数は、次のとおりです。 

 

(１) 対象期間 

本助成金は、１年の期間内に実施した休業について支給対象となりますが、この１年の期間を

「対象期間」といいます。 

休業を行う場合は、本助成金を受給しようとする事業主が指定することができます（例えば、休

業の初日から１年間や暦月（１日から月末まで）で12ヶ月分など）。 

 

(２) 判定基礎期間 

休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を１ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がな

されます。この休業の実績を判定する１ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。 

「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日まで

の期間です。ただし、毎月の賃金の締め切り日が特定されない場合などは暦月とします。 

  （例） 

    賃金の締め切り日：毎月末日 

  → 判定基礎期間（休業実績を判定する１ヶ月間）：〇月１日～〇月30日（31日） 

 

(３) 支給対象期間 

本助成金は、通常は毎月の「判定基礎期間」ごとに支給申請をします。このとき支給申請する判

定基礎期間を「支給対象期間」といいます。複数の判定基礎期間（複数月）を同時に申請すること

もできますが、その場合でも、休業の実績一覧表などは、毎月の判定基礎期間ごとに作成・提出す

る必要があります。 

 

(４) 支給限度日数 

本助成金を受けることができる支給限度日数は、１年間で100日分、３年で150日分が上限です。 

ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含めません。 

 

※ 支給日数の計算方法  

この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が１人でもいた日を「１日」と

カウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金

の対象となりうる「対象労働者」の人数で除して得た日数を用います。 

    （例） 

事業所における対象労働者10人、うち６人が５日ずつ休業 

→ ６人×休業５日 ＝ 30人日／事業所全体10人 ＝ 支給日数３日（残り97日） 

と数えます。 
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３ 支給対象となる休業 
 

支給対象となる休業は、(１)の「対象労働者」に対して実施した(２)～(４)に該当する休業です。 

 

(１) 対象労働者 

本助成金の「対象労働者」は、上記１の「支給の対象となる事業主」に雇用されている雇用保険

被保険者（次の①、②を除く）です。ただし、雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合

「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。 

① 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方 

（ただし、解雇予告された日や退職願を提出した日までは対象労働者となります。） 

（解雇や退職の翌日から安定した職業に就職することが決定している方は対象になります。） 

② 日雇労働被保険者 

※ 特定求職者雇用開発助成金等の支給対象となる方が、雇用調整助成金の支給対象の場合は、 

いずれか一方の助成金しか受けることができません。 

 

(２) 休業 

本助成金の対象となる「休業」は次の①～⑥のすべてを満たす必要があります。 

① 労使間の協定による実施されるものであること。 

② 事業主が自ら指定した対象期間内（１年間）に行われるものであること。 

③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の 

1

40
（大企業の場合は 

1

30
 ）以上となるものであること（休業等規模要件）。 

④ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定（平均６割以上）に違反していないも

のであること。（注：休業手当の額は平均賃金の６割以上とする必要があります） 

⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること 

⑥ 所定労働日の全日（丸１日）にわたる休業、または所定労働時間内に部署・部門や職種、役

職、担当、勤務体制、シフトなどにより行われる１時間以上の短時間休業、または事業所一斉に

行われる１時間以上の短時間休業であること。 

 

短時間休業について 

○ 緊急対応期間中は、次のような短時間休業も支給対象となります。 

① 立地が独立した部門ごとの短時間休業（部署・部門ごとの休業） 

例）客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業 

② 常時配置が必要な者を除いた短時間休業（職種・仕事の種類ごとの休業） 

 例）ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業 

③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業（勤務体制ごとの短時間休業） 

  例）８時間３交替制を６時間４交代制にして２時間分を短時間休業 

※なお、①～③以外でも、これらの考え方と同じような短時間休業も支給対象となります。 
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４ 助成額 
 

休業を実施した場合の助成額は、①×②で算出します。１人１日当たりの上限額は8,330円です。 

 

① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額（※１） 

② 助成率（中小企業：
𝟒

𝟓
,大企業：

𝟐

𝟑
 ） 

ただし、解雇等を行わない場合（中小企業：
𝟗

𝟏𝟎
 または

𝟏𝟎

𝟏𝟎
（※２）（※３），大企業：

𝟑

𝟒
 ）） 

 

 

  ※１ 次の①から③までのいずれかの方法で計算します。 

① 前年度１年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度１年間におけ

る１か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支

払い率をかけた額 

② 判定基礎期間の初日が属する年度または前年度の任意の月に提出した給与所得・退職

所得等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業

手当の支払い率をかけた額 

 （この方法で計算した場合は、使用した所得税徴収高計算書を添付してください。） 

③ 小規模事業主（従業員がおおむね 20 人以下）の場合は、実際に支払う休業手当の総額 

 

※２ 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、平均賃金の 60 ％を超える支払い率で休業手当

を支給する場合、 60 ％を超える部分に係る助成率が 10/10 となります。 

 ※ 判定基礎期間に、4月 8日から 6月 30 日までに休業した日が１日でも含まれれば、そ

の判定基礎期間中の休業等のすべてに特例の助成率が適用されます。 

 

※３ 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって 、次の

①および②の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率が 10/10 となります。 

  ※ 判定基礎期間に、都道府県知事が要請する期間に休業した日が１日でも含まれれば、

判定基礎期間中の休業等のすべてに特例の助成率が適用されます。 

① 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県知事が行う要請により、休業

又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、その要請された期

間中にこれに協力して休業等を行っていること 

② 次のアまたはイのいずれかに該当する休業手当を支払っていること 

ア 労働者の休業等に対して 100％の休業手当または賃金を支払っていること 

イ 日額 8,330 円以上の休業手当を支払っていること(支払率 60％以上である場合に限る) 
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第Ⅱ部 支給申請の手続き 
 

１ 手続きの流れ 
 

  受給までの手続きの流れは、おおむね次のとおりです。 

 通常は、休業を実施する前に、計画届を提出する必要がありますが、緊急対応期間中の特例として、 

 計画届の提出は不要です。 

ただし、計画届を提出する際に提出する他の書類は、支給申請時に提出していただきます。 

 

【イメージ図】 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休業実施後、支給申請に必要な書類をそろえ、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワー

クに提出してください。支給申請に必要な書類は次の３に記載しています。 

   郵送で提出する場合は、郵送事故防止のため、必ず簡易書留など配達の記録が残る方法で、郵送

してください。その場合、申請期限までに到達していなければなりませんので、ご注意ください。 

なお、申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して２か月以内ですが、申請対象期

間の初日が1/24～5/31までの申請期限は、特例により令和２年８月31日までとなります。 

本助成金を受給しようとする事業主は、支給申請に必要な書類を整備・保管し、労働局等から 

２ 支給申請の手続き 

休業計画 

および 

労使協定 

支給申請 

労働局の審査 

↓ 

支給決定 

休業の具体的

な内容（期間、

日数、休業手当

の支払い率）を

計画します。 

 

その後、労使で

休業の協定を

書面（記載例 

Ｐ14）で締結し

ます。 

休業の実施 

および 

休業手当支給 

協定に基づき

休業を実施し

ます。 

 

協定に基づき

従業員に休業

中の休業手当

を支払います。 

 

 

休業の実績に

基づき、支給 

申請をします。 

※必要な書類を

添付して提出し

て下さい。 

 

支給申請のあ

った書類につ

いて、労働局

で審査を行い

ます。 

 

その後、支給

決定額が口座

に振込まれ 

ます。 
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追加の提出を求められた場合には、それに応じて速やかに提出してください。 

また、提出した書類は支給決定されたときから５年間保存しなければなりません。 

３ 支給申請に必要な書類 

支給申請に必要な書類は、次のとおりです。 
 

 

○ 初回の提出のみでよい書類 
  （※ 休業協定書は、失効した場合は改めて提出が必要） 
● 支給申請ごとに提出する書類 

      

  ア ｢雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書｣の添付書類 

① 生産指標の確認のための書類 

最近１か月分及び１年前の同じ月など比較した月の売上高、生産高又は出荷高などを確認

できる書類 

既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳票」など。写しでも可。 

 

イ 確認書類①（休業協定書） 

① 休業等の実施について労働組合等との間で締結した協定書 

休業を実施する場合は「休業協定書」。次ページに示す事項が記載されていることが必要。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、労働組合等との協定を締結することが困難であ

る事業主は、労働組合等との確約書等でも代替可能です。 

② 労働者代表の確認のための書類 

労働組合等との協定書に署名または記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所におけ

る労働者の過半数を代表する者であることを確認するための次の書類。 

(ｱ) 労働組合がある場合 

組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類 

(ｲ) 労働組合がない場合 

「労働者代表選任書」 

書類の種類 提出時期 

 

様式特第４号 
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に

関する申出書 
○ 

 

様式特第６号 
（共通要領様式第１号） 

支給要件確認申立書・役員等一覧 ● 
 

様式特第９号または12号 休業・教育訓練実績一覧表 ●  

様式特第８号または11号 助成額算定書 ●  

様式特第７号または10号 （休業等）支給申請書 ●  

確認書類② 事業所の状況に関する書類 ○  

確認書類① 休業協定書 ○（※）  

確認書類③ 労働・休日の実績に関する書類 ●  

確認書類④ 休業手当・賃金の実績に関する書類 ●  
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なお、様式特第９号「休業・教育訓練実績一覧表（新型コロナウイルス感染症関係）」に

協定を締結した労働者代表の署名または記名・押印があれば省略することが可能です。 

ウ 確認書類②（事業所の状況に関する書類） 

① 事業所が中小企業に該当しているか否かの確認等のための書類 

常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」及び「役員名簿」などの書類 

 

エ 確認書類③（労働・休日の実績に関する書類） 

① 労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類 

a 各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確

認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類 

b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、労働者ごとの具体的な労働日・

休日がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類 

 

オ 確認書類④（休業手当・賃金の実績に関する書類） 

① 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類 

休業期間中の休業手当として支払われた賃金の実績が確認できる「賃金台帳」「給与明細書」

などの書類（判定基礎期間を含め前４か月分（賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と

相違ないと確認できる場合は１か月分）） 

なお、休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日（時間）に支払われた賃金・手当等と

が明確に区分されて表示されていることが必要ですが、休業手当等の額と賃金の額が同額で

ある場合は、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません。 

労働組合等と締結する「休業協定書」に必要な記載事項 

 「休業協定書」には次の(1)～(4)について記載する必要があります。 

(1) 休業の実施予定時期・日数等 

休業を実施する予定の時期（始期及び終期）、及びその間の休業の別の日数等 

(2) 休業の時間数 

原則として一日の所定労働時間（又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻）。時間数が複数

にわたる場合は別紙としてもよい。労働者１人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定が

ある場合は付記する。 

(3) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数 

休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休

業の対象となる労働者の人数（確定していればその確定数、未確定であればその概数） 

(4) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準 

※ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第 26 条の規定（平均６割以上）に違反していな

いものであることが必要。 

中小企業と大企業 

    中小企業とは次に該当する企業をいい、大企業とは中小企業に該当しないものをいいます。 

 小売業（飲食店を含む） 
 サービス業 
 卸売業 
 その他の業種 

 資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下 
 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 
 資本金  １億円以下又は従業員100人以下 
 資本金  ３億円以下又は従業員300人以下 

 



11 

 

 

４ その他 
 

(１)不正受給  
不正受給（偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けたり、

受けようとすることをいいます。）の防止を図るために、労働局においては、事業所に対し立入検

査等へのご協力をお願いするとともに、不正受給の事実が判明した場合には、事業主名の公表等厳

しい対応を行っております。 

 

(２)併給調整 
本助成金は、休業における判定基礎期間について、同一の賃金等の支出について、他の助成金を   

受給している場合は、支給対象となりません。 

本助成金とは別に、他の助成金を受けている場合や、他の助成金を受けようと考えている場合は、 

詳しくは最寄りの都道府県労働局またはハローワークにご相談ください。 
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第Ⅲ部 申請のための具体的な記載例 
 

 

【支給申請に必要な書類】 

１ 様式特第４号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 ···················  13 

２ 休業協定書 ·············································································································  14 

３ 教育訓練協定書 ······································································································  15 

４ （作成手順１）様式特第６号 支給要件確認申立書（雇用調整助成金） ················· 16 

５ （作成手順２）様式特第９号 休業・教育訓練実績一覧表 ····································  17 

６ （作成手順３）様式特第８号 雇用調整助成金助成額算定書① ······························  20 

  （作成手順３）様式特第８号 雇用調整助成金助成額算定書② ······························  21 

７ （作成手順４）様式特第７号 雇用調整助成金（休業等）支給申請書 ···················  22 

 

 

 

※ 休業協定書および教育訓練協定書は、所定の事項が記載されていれば、任意に作成した様式

を用いることができます。 

また、様式は厚生労働省ＨＰにてダウンロードすることができます。裏面も含めて最新のも

のを印刷して利用してください。 

    

 

 

 

 

※ 小規模事業主（従業員が概ね20人以下の事業主）の方向けに、より簡易に作成できる様式を公開

しております。小規模事業主の方向けのマニュアルとあわせてダウンロードし、ご活用ください。 
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１．【雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の記載例】 

                             

 売上高によりがたい場合は生産高等を括弧内に記入して生産実績表、出荷伝票等

の添付書類を併せて提出してください。 

 

 添付書類の例 

  建 設 業……総合推移損益計算書、工事請負契約書等 

  電気工事業……工事請負契約書等 

  製 造 業……総勘定元帳、生産実績表、出荷伝票等 

  運 送 業……出荷伝票等 

  サービス業……損益計算書、総勘定元帳等 

 ※ 例示した書類以外にも提示を求めることがあります。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響との関わりについて、記載をお願いしま

す。 

 

Ａ、Ｂ欄は、１か月間の平均値 

例：休業開始の日……令和２年４月１０日 

  判定基礎期間の初日…令和２年４月１日（毎月末日が賃金締切日） 

 Ａ欄記入値……令和２年４月１日～４月30日（判定基礎期間の初日が属する月） 

 Ｂ欄記入値……平成31年４月１日～４月30日（Ａ欄の月の前年同月） 

※ Ａ、Ｂ欄に計算の結果端数が生じる場合は、小数点以下を四捨五入して下さい。

Ｃ欄は小数点以下が生じても端数処理を行わず、小数点第１位までを記載して下

さい。 

※ 前年同期を比較対象とすることが適当でない場合は、前々年同期１か月との比

較が可能です。 

※ 前年同期や前々年同期１か月と比較出来ない又は比較しても指標が５％以上減

少せず、要件を満たさない場合は、判定基礎期間の初日が属する月の前年同月か

ら判定基礎期間の初日が属する月の前々月までの間の適当な１か月との比較が可

能です。 

※ 複数の判定基礎期間について申請するときは、いずれかの判定基礎期間の初日

が属する月をＡ欄とすることができます。 

裏面がありますので、必ず申出書の裏面を読んだ上で申請してください。 
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２．休 業 協 定 書 (例) 

 

○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、休業の実施に関し下記のとおり協定する。 

 

記 

 

１．休業の実施予定時期等 

休業は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、これらの日

を含め○日間実施する。 

ただしそのうち○日間は短時間休業とする。 

２．休業の時間数  

休業は、始業時刻（9時 00 分）から終業時刻（17時 00 分）までの間行う。 

ただし短時間休業の場合、この時間帯のうち４時間行う。 

３．休業の対象者 

休業の対象者は全従業員とし、休業実施日においてはそのうち概ね○人をできる限り輪

番によって休業させるものとする。 

ただし短時間休業の場合は全従業員を一斉に休業させる。 

４．休業手当の額の算定基準 

休業中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の○％相当額の休業手当を支給す

る。 

ただし短時間休業の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の同率相当額の休

業手当を支給する。 

なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。 

(1) １日当たりの賃金額の算定方法 

イ．月ごとに支払う賃金  その月額÷１月の所定労働日数 

ロ．日ごとに支払う賃金  その日額 

ハ．時間ごとに支払う賃金 その時間額×１日の所定労働時間数 

(2) １時間当たりの賃金額の算定方法 

イ．月ごとに支払う賃金  その月額÷１月の所定労働日数 

                 ÷１日の所定労働時間数 

ロ．日ごとに支払う賃金  その日額÷１日の所定労働時間数 

ハ．時間ごとに支払う賃金 その時間額 

５．雑則 

この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。 

 

令和○年○月○日 

                    ○○工業株式会社 

                      代表取締役 ○○○○  印 

 

                    ○○株式会社労働組合 

                        執行委員長 ○○○○  印 

一斉短時間休業を行

わない場合はこれら

の規定は不要です。 

失効した場合、２回

目以降の申請時には

改めて結んだものの

添付が必要です。 
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３．教 育 訓 練 協 定 書（例） 

 

○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、事業活動の縮小に伴う教育訓練の実施に関し
下記のとおり協定する。 
 

記 
 
１．教育訓練の実施予定時期等 

教育訓練は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、 
これらの日を含め○日間実施する。 
ただしそのうち○日間は半日訓練とする。 

２．教育訓練の時間数  
教育訓練は、始業時刻（9時 00 分）から終業時刻（17時 00 分）までの間行う。 
ただし半日訓練の場合、この時間帯のうち４時間行う。 
なお従業員 1人当たりの教育訓練時間は○時間とする。 

３．教育訓練の対象者 
教育訓練の対象者は○○部門に所属する従業員とし、教育訓練実施日に 

おいてはそのうち概ね○人に受講させるものとする。 
４．教育訓練の実施主体 

   教育訓練は、△△教育サービス株式会社に委託して行う。 
５．教育訓練の内容 

   教育訓練の内容は、○○技能向上訓練及び製品の品質管理の専門知識の 
付与とする。（カリキュラムは別紙のとおり） 

６．教育訓練の実施施設 
   教育訓練は、△△教育サービス株式会社○○研修所（○○県○○市○○町○-○-○）内

で実施する。 
７．教育訓練の指導員（講師） 

     教育訓練の講師は、△△教育サービス株式会社所属の主任指導員○○○○その他別紙に
掲げる指導員が担当する。 

８．教育訓練中の賃金額の算定基準 
教育訓練中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の 100％相当額の賃金を支給     

する。 
ただし半日訓練の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の 100％相当額の賃

金を支給する。 
なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。 

(1) １日当たりの賃金額の算定方法 
イ．月ごとに支払う賃金  その月額÷１月の所定労働日数 
ロ．日ごとに支払う賃金  その日額 
ハ．時間ごとに支払う賃金 その時間額×１日の所定労働時間数 

(2) １時間当たりの賃金額の算定方法 
イ．月ごとに支払う賃金  その月額÷１月の所定労働日数 

                  ÷１日の所定労働時間数 
ロ．日ごとに支払う賃金  その日額÷１日の所定労働時間数 
ハ．時間ごとに支払う賃金 その時間額 

９．雑則 
この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。 

 
 
令和○年○月○日 

 
                      ○○株式会社 
                         代表取締役 ○○○○  印 
 
                      ○○株式会社労働組合 

                           執行委員長 ○○○○  印  

事業主が教

育訓練の実

施の管理を

行う場合、

外部講師を

招いて行う

場合を含め

て「事業所

内訓練」、外

部機関に委

託して行う

場合は「事

業所外訓

練」として

取り扱われ

ます。 

実施施設を特定

できるように記

載します。特

に、実施施設が

事業所の外にあ

る場合、その名

称と住所を記載

します。 

教育訓練中の賃

金額を通常の賃

金の100％未満

とする場合は、

労働契約又は就

業規則において

支給割合等の規

定が必要です。 

３時間以上～

所定労働時間

未満の訓練を

「半日訓練」

といいます。 

失効した場合、２回

目以降の申請時には

改めて結んだものの

添付が必要です。 
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４．【支給要件確認申立書記載例（表面）】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（20が｢はい｣の場合）都道府県知事が行う営業自

粛等の要請の対象とする施設として、都道府県等

が発表している施設の名称で記載してください。 
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４．【支給要件確認申立書記載例（裏面）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

３、４頁目がありますので、必ず申立書の３、４頁目を読んだ上で申請してください。 
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４．【支給要件確認申立書（別紙）記載例】 
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５．【休業/教育訓練 実績一覧表 記載例】 

 

 

 

判定基礎期間に おいて、休業と教育訓練を

並行して実施した場合は、休業に係る部分と

教育訓練に係る部分をそれぞれ同一の用紙に

記入して提出してください。 

判定基礎期間内に対象被保険者について転出

入、被保険者資格の喪失又は解雇の予告等があ

ったときは、その旨及びその事実の生じた年月

日を①欄に注記するとともに（記入スペースが

ない場合には次の行を使用してください）、当該

対象被保険者についてはその事実の生じた日ま

で（転入の場合は、その日の翌日から）の分につ

いてのみ記入してください。 

複数枚にわたる場合は、同じ様式を使用して

ください。その場合は、「△枚目／○枚中」と記

入してください。 

● 事業所内の大多数の従業員の所定労働日数が 

同じ場合 

・祝日を含む週休２日制の場合 

 ･･･ 月20日 

・祝日を含まない週休２日制の場合 

   ･･･ 月22日        としても可 

 

● 部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が 

異なる場合 

その部署等に従事する年度末の労働者数等

（※）により加重平均をした全労働者の平均年間

所定労働日数を記入してください。 

なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り

下げてください。 

 

休業協定書の事業主及び労働者代表の方が記名・

押印または署名してください。 

 

実績一覧表が複数にわたる場合、１枚目の様式に

事業主及び協定をした労働者代表の記名・押印ま

たは署名があれば、２枚目以降の様式は省略して

も差し支えありません 

本様式は自動計算機能が付いていますので、

この機能を使用する方はピンク色のセルのみ

入力してください。 

（青色のセルは自動計算されます。） 

● 休業の場合 

全日休業欄には、１日休業を実施した日

数を記入してください。 

また、短時間休業欄には、短時間休業を実

施した時間の合計を記入してください。 

ただし、個人ごとに30分未満は切り捨てて

記入してください。 

例）2時間40分→2.5時間 

 

● 教育訓練の場合 

事業所内訓練を半日実施した場合、事業

所外訓練を半日実施した場合については

0.5日として計算してください。 

裏面がありますので、必ず実績一覧表の裏面を読んだ上で申請してください。 

 ⑦欄～⑩欄の上段には、同じページ

の③欄～⑥欄の数字の小計を記入し、

下段は最終ページにおいて、全ページ

の上段の数字の合計（小数点以下切り

上げ）を記入して下さい。 
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６．【雇用調整助成金助成額算定書記載例】①（（１）～（６）欄） 

 

 

裏面がありますので、必ず助成額算定書の裏面を読んだ上で申請してください。 

※ この様式による申請が２回目以降である場合、

(1)～(4)までは省略して差し支えありません。 

各欄の端数については(4)及び(6)～(8)は切り上

げ、(2)、(3)欄は小数点以下を切り捨ててください。 

 

（１）「労働保険料確定申告書」を使用する場合 

① 直近の「労働保険料確定申告書（※）」の確

定保険料算定内訳欄（雇用保険分）ハ「雇用保険

法適用者分」に記載している賃金総額を記入し

てください。 

（※ 事務組合に委託している場合は、「労働保

険料等算定基礎賃金等の報告」から記入してく

ださい。） 

② 事業所の前年度における各月の月末の被保

険者数を平均して算定してください。 

（２）「所得税徴収高計算書」を使用する場合 

判定基礎期間の初日が属する年度又は前年度

の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の

所得税徴収高計算書に記載された俸給給料等

（01）欄の「支給額」を賃金総額として、同欄の

「人員」を当該１か月平均被保険者数として記

入してください。 

（使用した計算書を支給申請の際に添付してく

ださい。） 

（１） 休業等を実施する前の任意の１か月（通常の所定労働日数より明らかに少ない月を除く）の所定労

働日数に12を乗じた日数 

 

（２） 

● 事業所内の大多数の従業員の所定労働日数が同じ場合 

・祝日を含む週休２日制の場合 ･･･ 年間240日 

・祝日を含まない週休２日制の場合 ･･･ 年間261日 

または、 

● 部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が異なる場合 

その部署等に従事する年度末の労働者数等（※）により加重平均をした全労働者の平均年間所定労働日

数を記入してください。 

（例） 

Ａ部署 従業員 ２人……所定労働日数252日 

Ｂ部署 従業員 ３人……所定労働日数264日 
 

(2人×252日)＋(3人×264日) 
＝259日 

5人 
 

ただし、休業等協定による休業手当等の算定に当たって、賃金の日割り計算において、所定労働日数に

よらず、所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数を用いる場合は、365日と記入してください。 

なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り下げてください。 

※ (3)の分母は、年度末の人数で計算するため、(2)と(3)の分母の人数は、一致しない場合があります。 

本様式は自動計算機能が付いていますので、

この機能を使用する方はピンク色のセルのみ

入力してください。 

（青色のセルは自動計算されます。） 

雇用保険の適用事業所番号を

記載してください。 

(4)欄の平均賃金額に休業等協定書にお

いて定めた手当等の支払い率を乗じて求め

た額を記入します。 

基本給とその他手当との支払い率が異な

る場合は、低い方の支払い率を使って算定

してください。 

● 労働者毎に休業手当等の支払い率が異なる場合 

 適用される労働者の数が最も多い支払い率としてください。 

もしくは、各支払い率の単純平均または各支払い率が適用される

労働者数により加重平均をした支払い率でも可です。 

（例） 

休業手当支払い率60％の従業員 ５人 

休業手当支払い率80％の従業員 ２人 

休業手当支払い率100％の従業員 ３人 
 

（最も多い支払い率） 

 60（％） 

（単純平均） 

（60＋80＋100）÷３＝80（％） 

（加重平均） 

(5人×60)＋(2人×80)＋(3人×100) 
＝76(％) 

10人 
 
なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り下げてください。 

次の（１）（２）のいずれかの

方法で算出してください。 

次の（１）（２）のいずれかの方法で算出し

てください。（様式上では、選択できます） 
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６．【雇用調整助成金助成額算定書記載例】②（（７）～（12）欄） 

（４月８日以降の様式：中小企業事業主で雇用維持をしている場合） 

それ以外の事業主の方は、従来（４月７日以前）の様式もご利用いただけます。 
 

 

 

  

※ この様式による申請が２回目以降である場合、

(1)～(4)までは省略して差し支えありません。 

各欄の端数については(4)及び(6)～(8)は切り上

げ、(2)、(3)欄は小数点以下を切り捨ててください。 

 

雇用調整助成金を申請した大企業

事業主の方は２/３（中小企業事業主

の方は４/５）、また、解雇等を行わ

ない場合には大企業事業主の方は３

/４（中小企業事業主の方は９/10）

が適用されます。 

 

解雇等を行わずに雇用を維持する

中小企業事業主であって、その他一

定の要件を満たす場合は助成率の一

部が10/10又は全体が10/10となりま

す。（エクセルファイル（自動計算用）

の本様式を用いて9/10を選択する場

合、様式の表記上、右側の欄に助成

率が表示されます。） 

令和２年３月１日時点で日額の

最高額は8,330円です。 

※ 日額の最高額は今後変更にな

る場合があります。 

雇用調整助成金を受給される事業主の方

が教育訓練を行った場合は、大企業事業主の

方は1,800円（中小企業事業主の方は2,400円

を選択してください。 

月間延日数を記入してください

（様式特第９号の各合計欄と一致

します。 

本様式は自動計算機能が付いていますので、

この機能を使用する方はピンク色のセルのみ

入力してください。 

（青色のセルは自動計算されます。） 

裏面がありますので、必ず助成額算定書の裏面を読んだ上で申請してください。 

□中小企業事業主である 
□解雇等をしない等、雇用維持を行っている 
□判定基礎期間中に令和２年４月８日以降に実施し
た休業等が含まれている 

□休業手当等の支払い率が60％を超えている 
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７．【雇用調整助成金（休業等）支給申請書記載例（休業・教育訓練の場合）】 

 

 

 

  

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 

 サービス業 

 卸売業 

 その他の業種 

 資本金 5,000万円以下又は従業員  50人以下 

 資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   １億円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   ３億円以下又は従業員 300人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

※ 複数の判定基礎期間を同時に申請する場合であっても、各判定基礎期間

ごとに、それぞれ申請書を提出してください。（ただし、２か月目以降の

判定基礎期間については、この様式の別葉に、①の(6)欄、②欄及び③欄

のみの記入で結構です）。 

 

裏面がありますので、必ず支給申請書の裏面を読んだ上で申請してください。 

対象労働者の所定労働日数

の合計を記入してください。 

支給を受けようとする助成

金額(4)と(5)の合計の金額を

記入してください。 

判定基礎期間ごとに提出

し、判定基礎期間の末日の翌

日から起算して２か月以内

に提出してください。 

なお、令和2年1月24日～5

月31日の間に初日がある判

定基礎期間は、令和2年8月31

日まで申請が可能です。 

賃金締切日が毎月一定の期

日で定められている場合、○で

囲み日付を記入してください。 

 休業規模が大企業事業主の

場合は3.3（1/30×100）、中小企

業事業主の場合は2.5（1/40×

100）以上であれば助成対象と

なります。 

金融機関名及び支店名を必ず

記入してください。 

対象労働者は、休業等を実

施する事業所の雇用保険の

被保険者です。 

ただし、解雇を予告された

被保険者、退職願を提出した

被保険者、事業主による退職

勧奨に応じた被保険者及び

日雇労働被保険者等を除き

ます。 

本様式は自動計算機能が付いていま

すので、この機能を使用する方はピ

ンク色のセルのみ入力してくださ

い。 

（黄色のセルは算定書から自動入力

されます） 

（青色のセルは自動計算されます。） 


